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研究成果の概要（和文）：人工的に生産可能な潤滑油を得るため，植物由来DNA断片の潤滑油代替材料としての
可能性を検討し，低摩擦材料として確立するものである．ポリメラーゼチェーンリアクション（PCR）法によ
り，DNA断片の増幅と摩擦面への供給，摩擦測定からその可能性について解明する．DNA断片の摩擦面吸着のその
場観察から，低摩擦に寄与する極性基の種類，吸着される側の材質との組み合わせの解明を目指す．最後にDNA
断片の吸着を阻害する要因を明らかにするため，紫外光導入摩擦面その場観察試験機を用いて，入射する紫外線
波長と摩擦係数との関係を得る．吸着基あるいはDNA断片の構造を破壊する要因について明らかにする．

研究成果の概要（英文）：To obtain artificial lubricant, DNA oriented from flora is expected to be 
alternative material of lubricant. The polymerase chain reaction (PCR) is one of the potential 
method to increase molecule. It was expected that in-situ observation of those DNA included 
lubricant with friction test could unearth the effect of those DNA on reduction of friction 
coefficient. Some of functional group is expected to absorb on a glass surface, then it acts to 
reduce friction force. To clarify the effect of those DNA on reduction of friction force, 
measurement of those absorbed materials by ultra-violet light is potential method to proof an 
existence of those absorbed molecule.

研究分野： トライボロジー
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研究成果の学術的意義や社会的意義
地球資源の搾取型潤滑システムは石油採掘量がゼロになることで終焉を迎えることが危惧されており，潤滑油代
替材料の模索は人類にとって必要不可欠な課題である．本研究で明らかにした潤滑物質の創製はトライボロジー
分野にとって搾取型から生産型への転換を意味し，将来潤滑油が枯渇する問題を根底から解決するものである．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 従来の潤滑方式は資源・自然由来物質の搾取・輸送型であったが，環境負荷低減及びハイブ
リッド・水素・電気自動車など革新的な燃料利用による化石燃料の使用量削減，2015 年 7 月
に定められた「エネルギー供給構造高度化法」に伴う国内原油精製量の減少による潤滑油の精
製量減少により，将来的に潤滑油不足・輸入という構図が懸念される．潤滑油代替材料として
植物油が期待されるが，広大な栽培面積が必要，収穫量の変動，抽出ゴミの発生が懸念される．
潤滑油代替材料としてゴミの排出が無く，精製量を人為的に制御可能で，自然界からの搾取を
必要としない物質の創製とシステムの構築が求められている．本研究では，資源・自然由来物
質の搾取型工業モデルから脱却し，自己増殖・自己生成を可能とする持続可能型モデルへの移
行を目的としている．  
 
２．研究の目的 
本目的を達成するためのキーアイデアは水潤滑の粘度向上とその粘度を持続可能な物質供給

経路の確保であると考えられる．そこで，人工的に生産可能な潤滑油を得るため，植物由来
DNA 断片の潤滑油代替材料としての低摩擦材料の実現可能性を検討する． 

 
３．研究の方法 
 DNA 断片含有水溶液の基礎的な摩擦特性を明らかにするため，DNA を抽出容易な植物（ブ
ロッコリー，バナナ，玉ねぎなど）から DNA を抽出することが本研究の第 1 目標である．そ
のため初年度は，冷凍したブロッコリーの蕾部を乳鉢で粉砕し，4 vol.%の塩化ナトリウム水溶
液中にて抽出後ろ過し，5 分間遠心分離機にて分離した沈殿物から DNA 含有水溶液を取り出
す．水溶液を保持可能なカップに入れ，ボールオンディスク型摩擦試験機に固定し，摩擦係数
を測定した．また，潤滑物質の自己生産・増殖の可能性をポリメラーゼチェーンリアクション
（PCR）法により明らかにするため，DNA の断片を熱・電圧印加等を n 回繰り返し，元の DNA
断片物質を 2n個に増幅したモデル試験溶液により実験を行った．モデル DNA 物質を 0.5 M（モ
ーラー， M = 103 mol/m3），0.25 M および蒸留水をガラス基板およびガラス半球を用いて摩
擦試験を行った． 
 
４．研究成果 
 DNA の抽出には塩化ナトリウム，界面活性剤，エタノールが使用されている．この 3 種の物
質は DNA 断片含有水溶液に残っている可能性がある．界面活性剤と塩化ナトリウムに関して
は先行研究によって摩擦係数の削減を妨げることはないと分かっているが，その際の影響を明
らかにするためにそれぞれの摩擦特性を調査した．比較のために溶媒として使用している精製
水の摩擦係数の回転数に対する変化を図 1 に示す．また，図 2 (a) 塩化ナトリウム水溶液，(b) 界
面活性剤，(c) エタノールの垂直荷重は 0.1 N 下での摩擦試験の結果である摩擦係数の回転数に
対する変化を示す．  
 図 1 に示すように精製水中での摩擦係数の値は約 0.20 を示した．また，図 2(a)，(b)及び(c)
に示すように，それぞれの摩擦係数は塩化ナトリウム水溶液中で約 0.22，界面活性剤中で約 0.26
及びエタノール中で約 0.26 となった．以上の結果から，DNA の抽出に使用した物質のみを使
用した場合，摩擦係数は増加傾向にあることが明らかとなった． 
 DNA 断片含有水溶液の摩擦試験の結果を図 3(a) タマネギ DNA，(b) ブロッコリーDNA に摩
擦係数の回転数に対する変化として示す．タマネギ DNA断片含有水溶液では摩擦係数が約 0.10
を示した．また，図 3(b)よりブロッコリーDNA 断片含有水溶液では約 0.19 を示した．どちら
の摩擦係数も精製水中よりも低いため，DNA 断片水溶液が摩擦軽減に寄与している． 
 次にモデル潤滑溶液として DNA 断片モデル水溶液を作成し摩擦実験を行った．実験結果を
図 4 に示す．蒸留水は荷重を増加させた場合でもほぼ一定の高い摩擦係数を示しているが，0.5 
M 濃度の DNA 断片含有水溶液は部分的に摩擦係数の減少している領域が存在している．蒸留
水のみに比べ 0.5 M DNA 断片を有する水溶液では垂直荷重の減少に伴って摩擦係数が減少し
ていた． 
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図 1 精製水中の摩擦係数 
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図 2(a) 塩化ナトリウム水溶液中

の摩擦係数 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 異なる DNA 添加量を有するモデル水溶液中摩擦試験結果 
 
 この摩擦係数の減少は流体潤滑条件から混合潤滑条件への遷移によるものと考えられ，0.5 
M の DNA を含有することによりガラス表面に DNA 断片が吸着して，界面付近の粘度が上昇
したことにより発生したものと推測される．以上の結果から，植物由来の DNA 断片取得方法
及びPCR法による増幅方法のいずれにおいても摩擦係数を低減できる可能性を明らかにした． 
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図 2(b) 界面活性剤中の摩擦係数 
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図 2(c) 70％エタノール中の摩擦係数 
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図3(a) タマネギDNA断片含有水

溶液中の摩擦係数 
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図 3(b) ブロッコリーDNA 断片含

有水溶液中の摩擦係数 
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